
【生活環境事業所一覧】 

事  業  区  域 管轄の生活環境事業所 

川崎区 全域 
川崎生活環境事業所（旧：南部生活環境事業所） 

川崎区塩浜4-11-9 044(266)5747 

幸区 及び 中原区 全域 
中原生活環境事業所 

中原区中丸子155-1 044(411)9220 

高津区 及び 宮前区 全域 
宮前生活環境事業所 

宮前区宮崎172 044(866)9131 

多摩区 及び 麻生区 全域 
多摩生活環境事業所 

多摩区枡形1-14-1 044(933)4111 

※平成３１年４月１日付で、南部生活環境事業所の名称が川崎生活環境事業所に変更になりました。 

また、以前あった川崎生活環境事業所が閉鎖となり、川崎区の一部と幸区の管轄事業所が変更になりました。 

問合せ先：川崎市環境局生活環境部収集計画課 044(200)2583 

関係事業者のみなさまへ 

ごみ集積所の確認や設置をせずに住宅建築等を行った場合、近隣住民との 

トラブルとなることがありますので、該当するケースを確認し、管轄の生活 

環境事業所と早い段階での相談等をお願いします。 

ごみ集積所の 

事前相談等をお願いします。

ごみ収集申込書の提出 

生活環境事業所と設置場所等の確認・調整

近隣住民、町内会などと相談・調整

ケース

①共同住宅若しくは長屋１０戸以上

②共同住宅若しくは長屋１０戸未満

③戸建１０戸以上＋開発行為を伴う

④戸建１０戸以上＋開発行為を伴わない

⑤戸建１０戸未満

②
④
⑤

①③

〇ごみ集積所を新規に設置する場合

〇既存のごみ集積所を利用する場合

事前相談 

事 前 協 議

(近隣住民、町内会などへ説明・調整) 

川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例に基づく 

収集開始日の１週間前までに管轄の生活

環境事業所へ提出してください。 















ご み 収 集 申 込 書 

年 月 日 

（宛先）   生活環境事業所長 

申込者  

住 所 

氏 名 

電 話    （    ） 

次の場所（集積所）における、ごみの収集を申し込みます。 

住 所   区 

名 称  

住 宅 規 模 

戸 建             戸 

共同住宅 
ワンルームタイプ    戸 

ファミリータイプ    戸   合計    戸 

施設管理会社
会社名 電話番号 担当者 

管 理 人 無・有 
常駐・巡回(週  回)   曜日(  ：   ～   ：  ) 

連絡先（電話番号） 

収集開始希望日       年   月   日（  ）から 

ごみ集積所 

新設 □ 
一般廃棄物保管施設設置等協議書 受付番号 

既設 □ 

既設利用関係者（近隣住民、自治会等）との事前調整 

【調整時期及び結果】 

備考  

※ 添付書類  案内図・配置図（ごみ集積所の位置の分かるもの。） 

※ 収集開始希望日の 1週間前までに提出してください。 

交通状況等により収集時間が変わる場合もありますので、収集当日の朝８時までにお出しください。 

マンション等、管理人の勤務時間等に合わせての収集は行えません。 






